
◆下記の各総合支所でも受付を行っております。

受付時間は、平日午前8時３０分から午後5時１５分までです。 

土日等の閉庁日は受付できませんのでご留意ください。 

※子育て支援カードの情報がございますので、裏面もご覧ください。 

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受

給するには、市町村の窓口（公務員の方は勤務先）に【認定請求書】

の提出が必要です。 

また、現在、児童手当を受けている方が、出産等により支給の対

象となる児童が増えたときには【額改定認定請求書】（増額の手続き）

の提出が必要です。 

児童手当の請求手続きはお済みでしょうか！ 

※児童手当の受付窓口は・・・ 

鳥取市役所本庁舎 福祉総合窓口（１階１３番窓口）です。 
児童手当について、よくわからない場合は、必ず受付窓口で 

確認してください。 

出生届・転入届を出された方へ・・・ 

鳥取市役所  □国府町総合支所 市民福祉課 0857-30-8654 

       □福部町総合支所 市民福祉課 0857-30-8664 

       □河原町総合支所 市民福祉課 0858-71-1724 

       □用瀬町総合支所 市民福祉課 0858-71-1894 

       □佐治町総合支所 市民福祉課 0858-71-1914 

        □気高町総合支所 市民福祉課 0857-30-8674 

       □鹿野町総合支所 市民福祉課 0857-30-8684 

       □青谷町総合支所 市民福祉課 0857-30-8694 

お問い合わせ先  鳥取市コールセンター  0857-22-8111 
【開 設 日】年中無休 

【開設時間】（開庁日）午前８時～午後７時 

（閉庁日）午前９時～午後５時 

児童手当は、出生・前住所の転出予定日の翌日から１５日

以内に認定請求手続きを行なった場合に、出生日や前住所

の転出予定日の属する月の翌月分からの支給（増額）とな

ります。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受け

られなくなりますので、ご注意ください。 

注
意
！



鳥 取 県 鳥 取 市 

とっとり子育て応援パスポート 
（トリピーが目印）

と り っ こ カ ー ド 
（カニーラとナシータが目印）

対 象 と な る ご 家 庭 

鳥取県内にお住いの１８歳未満のお子様

がいる家庭 

鳥取市内にお住まいで小学校入学前のお子様を 

含む３人以上のお子様(18歳未満)がいる家庭 

どちらも現在妊娠中の方もOK！！（※母子手帳の提示が必要となります。） 

サ ー ビ ス 提 供 内 容 の 例 

・商品等の割引  ・ポイントの加算 など（事前にお店に確認してください。） 

～ 協 賛 店 ～ 

お 申 し 込 み 方 法 

どちらも鳥取市役所本庁舎 福祉総合窓口（１階１３番窓口） 

または各総合支所（市民福祉課）から申請することができます。 

アプリ版のお申し込み インターネットによるお申し込み 

お 問 い 合 わ せ 先 

鳥取県子ども家庭部 

子育て王国課 
（電話）０８５７－２６－７５７３

鳥取市コールセンター 
（電話）０８５７－２２－８１１１

※とっとり子育て応援パスポート事業により、協賛店舗でカードを提示すると、お店ごとの“子育て応

援サービス”を受けることができます。ご希望の方には無料でカードを発行しています。 

※カードは、鳥取県が発行している「とっとり子育て応援パスポート」と、鳥取市が発行している「と

りっこカード」の２種類です。（対象となる方はそれぞれのカードで違います。）

★それぞれこの 

ステッカーが貼って 

あるお店等でご利用 

いただけます。 

鳥 取 市 電 子 申 請 検 索 


